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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成20年６月27日に提出いたしました第71期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）有価証券報告書の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿＿＿を付しております。 

  

第一部【企業情報】 
  

第４【提出会社の状況】 
  

３【配当政策】 

（訂正前） 

 当社の基本的な考え方は、配当の充実と内部留保の重視の両者をバランスさせていくことにあります。すなわち、収

益力強化を図りながら、株主各位に収益に対応した配当を充実させる一方、内部留保は、今後の事業発展と将来にわ

たっての安定した収益確保の為に必要な研究開発や設備投資に備え、併せて財務体質の強化につなげていこうとするも

のであります。 

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定め

ておりますが、業績動向ならびに今後の事業展開等を勘案し、年１回の配当といたしました。 

 なお、平成20年３月期配当は、平成20年６月27日開催の第71回定時株主総会において、１株につき年６円とすること

を決議いたしました。その配当金の総額は、128百万円であります。 

  

（訂正後） 

 当社の基本的な考え方は、配当の充実と内部留保の重視の両者をバランスさせていくことにあります。すなわち、収

益力強化を図りながら、株主各位に収益に対応した配当を充実させる一方、内部留保は、今後の事業発展と将来にわ

たっての安定した収益確保の為に必要な研究開発や設備投資に備え、併せて財務体質の強化につなげていこうとするも

のであります。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としており、この剰余金の配当の決定機関は株主総会であ

ります。なお、当社は毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、この決定機

関は取締役会であります。 

 なお、業績動向ならびに今後の事業展開等を勘案し、平成20年３月期配当は、平成20年６月27日開催の第71回定時株

主総会において、１株につき年６円とすることを決議いたしました。その配当金の総額は、128百万円であります。 
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